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政
令
第

号

都
市
計
画
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
四
条
第
十
一
号
（
同
法
第
三
十
五
条
の
二
第
四
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

都
市
計
画
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第
百
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
九
条
の
九
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
五
十
六
条
第
一
項
の
浸
水
被
害
防
止
区
域

附

則

こ
の
政
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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理

由

都
道
府
県
知
事
が
市
街
化
調
整
区
域
に
お
い
て
開
発
許
可
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
土
地
の
区
域
を
条
例
で
指
定
す
る
場
合
の

基
準
に
つ
い
て
、
当
該
土
地
の
区
域
に
原
則
と
し
て
浸
水
被
害
防
止
区
域
を
含
ま
な
い
こ
と
と
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


